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夏季における児童生徒のマスクの着用について 

 

 

 平素は、本市教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、今般、急激に気温が上昇し全国的に猛暑を迎える中、国からは、特に熱中症のリスクが高

くなる夏季におけるマスクの着用の考え方が示されているところでございます。 

本市におきましては、熱中症防止の観点から、下記の指導を各校園で実施しておりますが、ご家

庭でも、裏面リーフレットを参考にマスク着用の必要がない場面等について、お子さまとともにご

確認いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているため、今後も必要に応じ

て変更が生じる場合があります。幼稚園・小学校・中学校での対応に変更が生じる場合は、その都

度お知らせいたしますので、引き続き、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

 〇各校園で指導している内容 

 

体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時、体育祭などの場面においては、特に熱中症の 

リスクが高いことが想定されるため、熱中症対策を優先し、マスクを外すよう指導しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先  富田林市教育委員会 教育指導室 0721-25-1000（内線 361・356） 


